
王寺町若者定住支援住宅取得補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、王寺町への若者の定住を促進し、本町における定住人口の増加、バランス

のとれた人口構成の実現及び地域社会の活性化に資するため、町内で住宅を取得し、５年以上

定住する意思を持つ若者に対して若者定住支援住宅取得補助金（以下「補助金」という。）を交

付することについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

(1) 定住 本町に永住する意思を持った者が、本町の住民基本台帳に登録し、かつ、当該住所

地において住宅を所有し、生活の本拠地とすることをいう。ただし、事業所又は自己の都合

等で一時的に本町に居住する場合を除く。 

(2) 住宅 自己の居住の用に供する家屋で、玄関、居室、便所、風呂及び台所を備えており、

次のいずれかの要件に該当するものをいう。 

ア 延床面積が５０平方メートル以上であること。 

イ 延床面積の２分の１以上に相当する部分を、専ら自己の居住の用に供しており、当該

部分の延床面積が５０平方メートル以上であること。 

(3) 住宅取得 自己の居住の用に供するため、本町において住宅を新築又は購入（中古住宅の

購入を含み、二親等以内の者からの購入を除く。）し、当該住宅について不動産登記法（平成

１６年法律第１２３号）に基づく所有権の登記をすることをいう。 

(4) 若者 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本町に住所を有する本人又

はその配偶者が住宅取得の契約時に４０歳以下の者 

（交付の対象者等） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、町内に定住する意思を持って、令和８年４月１日から

令和１３年３月３１日までの間に住宅取得をした若者とする。ただし、次の各号のいずれかに

該当する場合を除く。 

(1) 同居する世帯の中に町税を滞納している者がいるとき。 

(2) 新築又は購入した住宅の登記簿謄本に記載の所有権持分（補助金の交付を受ける者及びそ

の配偶者の所有権持分を合算した持分）が５割未満のとき。 

(3) 当該住宅の新築又は購入に対し、公共用地の取得に伴う物件移転補償を受けているとき。 

(4) 既にこの要綱による補助金の交付を受けているとき。 

(5) 若者世帯の構成員が、次の事項に該当するとき。 



ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条 

第６号に規定する暴力団員 

２ 補助金の交付の対象となる住宅は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 

(1) 令和８年４月１日以降の当初契約に基づく新築又は売買により取得した住宅であるこ

と。 

(2) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の法令に基づき適正に建築された住宅

であること。 

(3) 居住誘導区域に建築された住宅であること。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、２０万円とする。 

（交付申請） 

第５条 前条に規定する補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、住宅取

得をした日から６か月以内に若者定住支援住宅取得補助金交付申請書（様式第１号）に、次に

掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。 

(1) 世帯全員の住民票の写し 

(2) 建物の登記簿謄本 

(3) 定住誓約書（様式第２号） 

(4) 工事請負契約書又は売買契約書の写し 

 (5) その他町長が必要と認める書類 

（交付決定等） 

第６条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、補助金の交付を

決定（以下「交付決定」という。）したときは、若者定住支援住宅取得補助金交付決定通知書（様

式第３号）により申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由

を付して、若者定住支援住宅取得補助金却下通知書（様式第４号）により申請者に通知するも

のとする。 

（補助金の請求及び支払方法） 

第７条 前条の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、若者定住支援住宅

取得補助金交付請求書（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の請求書を受理したときは、口座振替の方法により速やかに補助金を交付する

ものとする。 

（交付決定の取消し） 

第８条 町長は、交付決定又は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、



当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 申請者が交付決定の日から５年以内に住所地を変更又は町税を滞納したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、町長が返還が相当と認める理由があるとき。 

２ 町長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、当該交付決定を取り消された者に

対し、若者定住支援住宅取得補助金交付取消通知書（様式第６号）により通知するものとする。 

（補助金の返還等） 

第９条 町長は、前条第１項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。この

場合において、返還を命じる補助金の額は、交付決定の日から当該交付決定を取り消した日ま

での期間について、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただ

し、町長が必要と認める場合は、この限りでない。 

(1) １年以内 補助金の全額 

(2) １年を超え２年以内 補助金の５分の４に相当する額 

(3) ２年を超え３年以内 補助金の５分の３に相当する額 

(4) ３年を超え４年以内 補助金の５分の２に相当する額 

(5) ４年を超え５年以内 補助金の５分の１に相当する額 

２ 町長は、前項の規定により補助金の返還を命じるときは、補助金を返還すべき者に対し、若

者定住支援住宅取得補助金返還命令書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附則 

（施行期日） 

１この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２この要綱は、令和１８年３月３１日限り、その効力を失う。 

  


